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(57)【要約】
【課題】複数台の電流差動リレー装置より構成される電
流差動リレーシステムを提供する。電流差動リレー装置
は、電力系統における複数の保護制御装置から出力され
る制御指令を管理する。
【解決手段】電流差動リレーシステム１は、端子Ａ～Ｄ
にて外部の電力系統と接続し、保護対象の電力系統Ｅの
保護を行う。電流差動リレーシステム１は、電流差動リ
レー装置２１～２４と遮断装置ＣＢとからなる。電流差
動リレー装置２１～２４は、端子Ａ～Ｄに対して設置さ
れる。電流差動リレー装置２１～２４は、伝送路となる
有線ケーブル３で環状に配置される。前記電流差動リレ
ー装置２１～２４は、伝送路の異常の検出を行う伝送路
異常検出部７と、伝送路の異常に応じて電力系統Ｅ内の
事故の検出方法を切り替える検出方法切替部９と、を備
える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子にて外部の電力系統と接続し、保護対象の電力系統の保護を行う電流差動リレーシ
ステムであって、
　前記端子に対して設置され、電流差動リレーシステム内に設置された他の電流差動リレ
ー装置と伝送路を介して通信を行う接続する電流差動リレー装置と、
　前記保護対象の電力系統を前記外部の電力系統から遮断する遮断装置と、
　を備え、
　前記電流差動リレー装置は、
　前記伝送路の異常の検出を行う伝送路異常検出部と、
　前記伝送路の異常に応じて前記電力系統内の事故の検出方法を切り替える検出方法切替
部と、
　を備えることを特徴とする電流差動リレーシステム。
【請求項２】
　前記伝送路異常検出部は、検出した前記伝送路の異常の箇所の特定をし、
　前記電流差動リレー装置は、
　前記伝送路の異常の箇所が２未満であるか、前記伝送路の異常の箇所が２以上であるか
、の判定を行う伝送路異常判定部と、
　を更に備えること特徴とする請求項１に記載の電流差動リレーシステム。
【請求項３】
　前記伝送路異常判定部は、前記伝送路の異常の箇所が２以上である場合に、
　前記伝送路の異常により自電流差動リレー装置が他の電流差動リレー装置と伝送が可能
か否かの判定を行うことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電流差動リレーシ
ステム。
【請求項４】
　前記電流差動リレー装置は、
　設置される自端子の電気量を取得する電気量取得部と、
　他の電流差動リレー装置が取得した他端子の電気量を前記伝送路を介して受信する伝送
手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電流差動リレーシス
テム。
【請求項５】
　前記電気量取得部は、電気量として自端子の電流値を取得し、
　前記電流差動リレー装置は、
　前記保護対象の電力系統内の各端子に流れる電流値から差動電流を算出する差動電流算
出部と、
　前記差動電流より、前記電力系統における内部事故の検出を行う内部事故検出部と、
　を更に備え、
　前記検出方法切替部は、前記伝送路において伝送路の異常箇所が２未満の場合には、前
記電力系統内の事故の検出方法を前記差動電流より前記電気系統における内部事故の検出
に切り替えることを特徴とする請求項４に記載の電流差動リレーシステム。
【請求項６】
　前記電気量取得部は、電気量として自端子の電流値を取得し、
　前記電流差動リレー装置は、
　自端子における交差電流と、伝送可能な他端子の交差電流の算出を行う交差電流算出部
と、
　前記交差電流より短絡の検出を行う短絡検出部と、
　を更に備え、
　前記検出方法切替部は、前記伝送路において前記伝送路の異常の箇所が２以上の場合に
は、
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　前記電力系統内の事故の検出方法を前記交差電流による前記電気系統における短絡の検
出に切り替えることを特徴とする請求項４または請求項５に記載の電流差動リレーシステ
ム。
【請求項７】
　電気量取得部は、電気量として自端子の電流値及び電圧値を取得し、
　前記電流差動リレー装置は、
　自端子の零相電流と他端子の零相電流とから第１の零相差動電流を算出する第１の零相
差動電流算出部と、
　前記第１の差動電流より前記電気系統における地絡事故の検出を行う地絡事故検出部と
、
　を更に備え、
　前記検出方法切替部は、前記伝送路において伝送路の異常箇所が２未満の場合には、前
記電力系統内の事故の検出方法を前記第１の差動電流より前記電気系統における地絡事故
の検出に切り替えることを特徴とする請求項４に記載の電流差動リレーシステム。
【請求項８】
　前記電気量取得部は、電気量として自端子の電流値を取得し、
　前記電流差動リレー装置は、
　自端子の交差電流と、伝送可能な他端子の交差電流から第２の零相差動電流を算出する
第２の零相差動電流算出部と、
　前記第２の零相差動電流より前記電気系統における地絡事故の検出を行う地絡事故検出
部と、
　を更に備え、
　前記検出方法切替部は、前記伝送路において前記伝送路の異常の箇所が２以上の場合に
は、
　前記電力系統内の事故の検出方法を前記第２の零相差動電流より前記電気系統における
地絡事故の検出に切り替えることを特徴とする請求項４または請求項７に記載の電流差動
リレーシステム。
【請求項９】
　前記電力系統は、平行２回線２端子であることを特徴とする請求項１乃至８に記載の電
流差動リレーシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、複数台の電流差動リレー装置より構成される電流差動リレーシス
テムに関する。電流差動リレー装置は、電力系統における複数の保護制御装置から出力さ
れる制御指令を管理する。
【０００２】
　一般に、電流差動リレー装置においては、動作原理が簡単で、高感度かつ高速で事故を
検出できることから、電力系統の保護に広く採用されている。しかし、送電線保護におい
ては、送電線の各端子の電流データを伝送し合い、全端子分の電流データを収集して差動
演算する方式を採用しているため、伝送不良時は全端子分の電流データが揃わないために
差動電流を生じ、誤動作する可能性がある。このため、伝送路構成がオープン構成の場合
は１か所、ループ構成の場合は２か所で伝送不良が生じると、システムロックとしている
。
【０００３】
　一方、伝送を必要とせず、電流差動リレー装置にハード構成が類似しているリレーとし
て、回線選択リレー(以下、バランスリレー)装置がある。バランスリレーは外部事故の場
合は第一の回線と第二の回線に流れる電流が同じであるが、内部事故の場合は事故回線側
に流れる電流が、もう一方の回線の電流より大きくなることを利用し、第一の回線と第二
の回線の交差電流により事故検出を行うリレーである。
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【０００４】
　しかし、バランスリレーは、二回線多端子系統においては、分岐併用端子に事故電流が
分流するため、併用端子数が多いほど、各端子に流れる電流が小さくなり、地絡事故の場
合、検出が困難になる。また、事故点によってはシリーストリップとなるため、端子数が
多いほど事故除去時間も長い。
【０００５】
　以上の理由から、バランスリレーは伝送に関する問題はないが、４端子以上の系統には
適用が難しい。このような問題に対し、３端子目以降を伝送路で接続し、零相交差電流の
合成値を用いることで、伝送路で接続した端子をまとめて１端子とみなし、系統全体をあ
たかも３端子系統とみなすことで、端子数の問題を克服した通信型バランスリレーもある
。しかし、バランスリレーや通信型バランスリレーは、電流差動リレーに比べると、保護
性能が劣る。また、通信型バランスリレーは、短絡事故の場合は転送遮断にて遮断を行う
ため、全端子同時トリップができない。
【０００６】
　このため、ハード類似性に着目し、一つの装置ソフトの中に、ループ構成のPCM電流差
動リレーと通信型バランスリレーの機能を持ち、端子台の配線をつなぎかえることで装置
ソフトの機能を切替える、保護機能が切り替え可能な電流差動リレー装置もある。しかし
、この保護機能が切り替え可能な電流差動リレー装置は、自動的に保護機能が切り替わる
わけではなく、端子台で切替えを行うために、PCM電流差動リレーとして運用している場
合と、通信型バランスリレーとして運用している場合それぞれで、上述した問題点を克服
できていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2006-223055号公報
【特許文献２】特開2012-135150号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した、保護機能が切り替え可能な電流差動リレー装置においては、保護方式の切替
えが端子台切替えである。電流差動リレーとして運用している場合は、伝送不良によるシ
ステムロックが発生する可能性がある。また、通信型バランスリレーとして運用している
場合は、電流差動リレーよりも内外部事故判定の精度が低い。そのため、短絡事故の場合
においては、転送遮断にて遮断を行うため、全端子同時トリップできないことが課題であ
った。
【０００９】
　本発明の実施形態ではこの点を解決すべく、伝送路平常時は電流差動リレーと同等の保
護性能を有し、伝送不良時もシステムロックすることなく保護を継続できる、電流差動リ
レーシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態における電流差動リレーシステムは、端子にて外部の電力系統と接続
し、保護対象の電力系統の保護を行う電流差動リレーシステムであって、前記端子に対し
て設置され、電流差動リレーシステム内に設置された他の電流差動リレー装置と伝送路を
介して通信を行う接続する電流差動リレー装置と、前記保護対象の電力系統を前記外部の
電力系統から遮断する遮断装置と、を備え、前記電流差動リレー装置は、前記伝送路の異
常の検出を行う伝送路異常検出部と、前記伝送路の異常に応じて前記電力系統内の事故の
検出方法を切り替える検出方法切替部と、を備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】第１実施形態の電流差動リレーシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態の電流差動リレー装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態での伝送路の異常パターンの例を示す図である。
【図４】第１実施形態での短絡事故の様子を示す図である。
【図５】第１実施形態の電流差動リレーシステムの動作を示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態の変形例における伝送路の異常パターンの例を示す図である。
【図７】第２実施形態の電流差動リレーシステムの構成を示すブロック図である。
【図８】第２実施形態の電流差動リレー装置の構成を示すブロック図である。
【図９】第２実施形態の電流差動リレーシステムの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る電流差動リレーシステムの実施形態について、図面を参照して説明
する。
【００１３】
［１．第１実施形態］
　以下には、実施形態の第１実施形態である電流差動リレーシステムを図１～図６を用い
て説明する。本実施形態の電流差動リレー装置は、端子間の伝送不良時に差動演算に用い
る電気量を各端子の交差電流とすることで系統保護を継続できることを特徴とする。
【００１４】
　図１は、本実施形態の電流差動リレーシステムの構成を示すブロック図である。図１を
参照しつつ、本実施形態の電流差動リレーシステム１を詳細に説明する。本実施形態の電
流差動リレーシステム１は、以下の（ａ）、（ｂ）の装置より構成される。
（ａ）電力系統Ｅに設置された変流器ＣＴより算出した電気量に基づいて、電力系統Ｅの
事故の検出を行い、事故を検出した場合には、遮断装置ＣＢに対して遮断指令を出力する
電流差動リレー装置２。
（ｂ）電流差動リレー装置２から出力される遮断指令に基づいて、電力系統Ｅを他の電力
系統から遮断させる遮断装置ＣＢ。
【００１５】
（電流差動リレー装置）
　電流差動リレー装置２は、電力系統Ｅから取得した電気量に基づいて電力系統Ｅ内の事
故の検出を行う。電力系統Ｅは、平行２回線４端子の例である。電力系統Ｅは、送電線１
Ｌ、２Ｌからなる。電力系統Ｅは、端子Ａ～Ｄにより外部の電力系統と接続する。電力系
統Ｅの４つの端子Ａ～Ｄには、２本の送電線１Ｌ、２Ｌが接続する。
【００１６】
　Ａ端子とＢ端子とは、送電線１Ｌ、２Ｌにより接続される。送電線１Ｌ、２Ｌは、電気
的に平行である。Ａ端子とＢ端子とを接続する送電線１Ｌ、２Ｌには、それぞれ２つの節
ａ、ｂが設けられる。それぞれの節ａ、ｂからは、送電線が１本ずつ枝分かれする。各節
ａ、ｂにおいて、各送電線１Ｌ、２Ｌより枝分かれした２本の送電線１Ｌ、２Ｌは、電気
的に平行となる。節ａから枝分かれした２本の送電線１Ｌ、２Ｌは、端子Ｄと接続する。
節ｂから枝分かれした２本の送電線１Ｌ、２Ｌは、端子Ｃと接続する。
【００１７】
　電流差動リレー装置２は、電力系統Ｅの端子の数と同数設置される。電流差動リレー装
置２は、１つの端子に対して１台設置される。電流差動リレー装置２は、各端子Ａ～Ｄの
送電線に１Ｌ、２Ｌに設置された変流器ＣＴと接続される。変流器ＣＴは送電線１Ｌ、２
Ｌに流れる電流の値及び向きを検出する。本実施形態では、４つの端子を有する電力系統
Ｅに対して、４台の電流差動リレー装置２１～２４が配置される。例えば、端子Ａに対し
て設置された電流差動リレー装置２１は、送電線Ｌ１の端子Ａ近傍に設置された変流器Ｃ
ＴＡＬ１と、送電線Ｌ２の端子Ａ近傍に設置された変流器ＣＴＡＬ２に接続される。
【００１８】
　電流差動リレー装置２１～２４は、有線ケーブル３により接続される。有線ケーブル３
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が、電流差動リレー装置２１～２４を繋ぐ伝送路となる。電流差動リレー装置２１～２４
は、有線ケーブル３により環状に接続される。図１では、電流差動リレー装置２１は、電
流差動リレー装置２２と接続される。電流差動リレー装置２２は、電流差動リレー装置２
３と接続される。電流差動リレー装置２４は、電流差動リレー装置２１と接続される。電
流差動リレー装置２１～２４は、有線ケーブル３を介して双方向に伝送可能に接続される
。
【００１９】
　電流差動リレー装置２１～２４は、電力系統Ｅに設置された変流器ＣＴより算出した電
気量に基づいて、電力系統Ｅの事故の検出を行い、事故を検出した場合には、遮断装置Ｃ
Ｂに対して遮断指令を出力する。図２は、本実施形態における電流差動リレー装置２の構
成を示すブロック図である。図２に示す通り、電気量取得部４、電気量記憶部５、伝送手
段６、伝送路異常検出部７、伝送路異常判定部８、検出方法切替部９、差動電流算出部１
０、内部事故検出部１１、保護指令出力部１２、交差電流算出部１３、及び短絡検出部１
４を備える。
【００２０】
　電気量取得部４は、端子近傍の送電線１Ｌ、２Ｌに設置される変流器ＣＴと接続される
。電気量取得部４は、接続する変流器ＣＴが計測した電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌを受信する。
電気量取得部４は、受信した電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌを電気量記憶部５に転送する。例えば
、端子Ａに対して設置された電流差動リレー装置２１の電気量取得部４は、端子Ａにおけ
る電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌを取得する。
【００２１】
　伝送手段６は、有線ケーブル３を介して他の電流差動リレー装置の伝送手段６と接続さ
れる。伝送手段６は、他の電流差動リレー装置の伝送手段６が送信する電気量を受信する
。一方、伝送手段６は、電気量記憶部５に記憶された電気量を他の電流差動リレー装置に
対して送信する。例えば、端子Ａに対して設置された電流差動リレー装置２１の伝送手段
６は、端子Ｂ～Ｄにおける電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌを受信する。また、端子Ｂ～Ｄに対して
設置された電流差動リレー装置２２～２４に対して電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌを送信する。こ
の場合、端子Ａに対して設置された電流差動リレー装置２１と、端子Ｃに対して設置され
た電流差動リレー装置２４とは、有線ケーブル３で直接で接続されていない。そのため、
電流差動リレー装置２１と電流差動リレー装置２３との通信は、端子Ｂに設置された電流
差動リレー装置２２または端子Ｄに対して設置された電流差動リレー装置２４を介して行
われる。
【００２２】
　電気量記憶部５は、差動電流及び交差電流の計算に必要な電気量を記憶する。差動電流
の計算は、後述するように、送電線１Ｌ、２Ｌごとに差動電流の計算を行う。差動電流の
計算に必要な電気量は、各端子における電流値及び向きである。電気量記憶部には、自電
流差動リレー装置２で取得した送電線１Ｌ及び２Ｌの電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌと、他の電流
差動リレー装置２より転送された送電線１Ｌ及び２Ｌの電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌと、が記憶
される。
【００２３】
　伝送路異常検出部７は、電流差動リレー装置２１～２４間の状態を監視し、電流差動リ
レー装置２１～２４間の伝送異常の検出を行う。電流差動リレー装置２１～２４間で例え
ば監視フレームを送信し、その応答を監視することにより伝送異常の検出を行う。伝送路
異常検出部７は、２区間以上の伝送異常を検出した場合、電流差動リレー装置２１の伝送
路異常検出部７は、電流差動リレー装置２２～２４の伝送路異常検出部７に対して監視フ
レームを送信する。監視フレームを受信した電流差動リレー装置２２～２４の伝送路異常
検出部７では、監視フレームの発信元である電流差動リレー装置２１に対して受信結果を
送信する。電流差動リレー装置２１の伝送異常検出部７から電流差動リレー装置２２に対
して送信した監視フレームに対する応答がない場合には、電流差動リレー装置２１と電流
差動リレー装置２２との間で２区間以上の伝送異常が発生していると特定する。
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【００２４】
　伝送路異常判定部８は、伝送路異常検出部７での検出結果に基づいて、伝送路の状態の
判定を行う。伝送路異常判定部８は、伝送路の状態を以下のように判定する。
（i）伝送路異常無し
（ii）電流差動リレー装置の何れかが、他の電流差動リレー装置とは伝送不可能
【００２５】
　図３（ａ）～（ｄ）は、本実施形態の電流差動リレー装置２１～２４間の伝送状態を示
す図である。
【００２６】
（i）伝送路異常無し
　伝送異常無しの状態とは、電流差動リレー装置２１～２４間で伝送可能な状態を示す。
つまり、図３（ａ）に示すように、どの区間でも伝送不良が発生していない状態や、図３
（ｂ）に示すように、電流差動リレー装置２１～２４間で１か所伝送不良が発生した状態
を示す。電流差動リレー装置２１～２４は、環状に接続されている。そのため、１か所伝
送不良が発生しても、正常な伝送経路により電流差動リレー装置２１～２４は接続される
。
【００２７】
（ii）電流差動リレー装置の何れかが、他の電流差動リレー装置とは伝送不可能
　電流差動リレー装置２の何れかが、他の電流差動リレー装置とは伝送不可能な状態とは
、伝送路に異常がある状態を示す。そのため、電力系統内の電流差動リレー装置２１～２
４の何れかが、他の電流差動リレー装置とは伝送不可能となる状態を示す。例えば、図３
（ｄ）では、電流差動リレー装置２１が他の電流差動リレー装置２２～２４と伝送不可能
な状態である。
【００２８】
　検出方法切替部９は、伝送路異常検出部７における伝送異常の検出結果に基づいて、電
力系統での事故の検出方法の切替えを行う。検出方法切替部９は、差動電流による内部事
故の検出と、交差電流による電力系統内での短絡の検出とを切替える。検出方法切替部９
では、伝送路異常判定部８で、「（i）伝送異常無し」と判定した場合には、差動電流に
よる内部事故の検出を選択する。一方、伝送路異常判定部８で、「（ii）電流差動リレー
装置の何れかが、他の電流差動リレー装置とは伝送不可能」と判定した場合には、交差電
流の差動電流による短絡の検出を選択する。
【００２９】
　差動電流算出部１０は、電気量記憶部５に記憶された自電流差動リレー装置２で取得し
た電気量と、他電流差動リレー装置２で取得した電気量より差動電流を算出する。差動電
流とは、電力系統Ｅに流入する電流、及び電力系統Ｅから流出する電流の総和である。差
動電流算出部１０は、送電線Ｌ１及び送電線Ｌ２において、それぞれの送電線における差
動電流ΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌを算出する。差動電流ΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌは、下記の式（１）
より算出される。
【００３０】
［式１］
差動電流ΣＩ１Ｌ＝Ｉ１Ｌ（端子Ａ）＋Ｉ１Ｌ（端子Ｂ）＋Ｉ１Ｌ（端子Ｃ）＋Ｉ１Ｌ（
端子Ｄ）
差動電流ΣＩ２Ｌ＝Ｉ２Ｌ（端子Ａ）＋Ｉ２Ｌ（端子Ｂ）＋Ｉ２Ｌ（端子Ｃ）＋Ｉ２Ｌ（
端子Ｄ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（１）
【００３１】
　内部事故検出部１１は、電力系統Ｅ内の事故の検出を行う。事故の検出は、差動電流算
出部１０での算出結果に基づく。内部事故検出部１１は、差動電流ΣＩ１Ｌ、または差動
電流ΣＩ２Ｌが０であるか否かで内部事故の検出を行う。すなわち、差動電流ΣＩ１Ｌ、

または差動電流ΣＩ２Ｌが０（ΣＩ１Ｌ＝０ｏｒΣＩ２Ｌ＝０）であれば、電力系統Ｅ内
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で事故が発生していないとする。一方、差動電流ΣＩ１Ｌ、または差動電流ΣＩ２Ｌが０
でない場合（ΣＩ１Ｌ≠０ｏｒΣＩ２Ｌ≠０）には、電力系統Ｅ内で事故が発生したとす
る。但し、一般的には所定の大きさを超えた場合に事故が発生したとする。
【００３２】
　交差電流算出部１３は、電気量記憶部５に記憶された電気量より交差電流の算出を行う
。交差電流とは、端子に接続する送電線Ｌ１に流れる電流Ｉ１Ｌと、送電線Ｌ２に流れる
電流Ｉ２Ｌの差より算出する。端子Ａ～Ｄの交差電流を交差電流ＩＡＲ～ＩＤＲとする。
交差電流ＩＡＲ～ＩＤＲは、下記の式（２）より算出される。
【００３３】
［式２］
交差電流ＩＡＲ＝Ｉ１Ｌ（端子Ａ）－Ｉ２Ｌ（端子Ａ）
交差電流ＩＢＲ＝Ｉ１Ｌ（端子Ｂ）－Ｉ２Ｌ（端子Ｂ）
交差電流ＩＣＲ＝Ｉ１Ｌ（端子Ｃ）－Ｉ２Ｌ（端子Ｃ）
交差電流ＩＤＲ＝Ｉ１Ｌ（端子Ｄ）－Ｉ２Ｌ（端子Ｄ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・（２）
【００３４】
　短絡検出部１４は、電力系統Ｅ内の短絡の検出を行う。短絡の検出方法としては、交差
電流ＩＡＲ～ＩＤＲが所定の大きさを超えた場合に、事故が発生したとする。
【００３５】
　保護指令出力部１２は、内部事故検出部１１で内部事故を検出した場合、または短絡検
出部１４で短絡の発生を検出した場合に、遮断装置ＣＢに対して、遮断指令を出力する。
【００３６】
（遮断装置）
　遮断装置ＣＢは、遮断指令を受けて電力系統Ｅを他の電力系統から切り離す。遮断装置
ＣＢは、メカニカルな接点である。遮断装置ＣＢは、通常時には接点を閉じている。一方
、遮断指令を受信した場合には、接点を開放する。
【００３７】
　遮断装置ＣＢは、送電線Ｌ１及び送電線Ｌ２の端子Ａ～Ｄの近傍に設置される。遮断装
置ＣＢは、図示しないネットワークにより電流差動リレー装置２１～２４と接続される。
遮断装置ＣＢには、電流差動リレー装置２１～２４の遮断指令出力部１２が出力した遮断
指令が転送される。
【００３８】
［１－２．作用］
　以上の様な構成を有する本実施形態の電流差動リレーシステム１における動作について
説明する。図５は、本実施形態の電流差動リレーシステム１の動作を示すフローチャート
である。
【００３９】
　以下のフローチャートでは、説明のために図４のように電流差動リレー装置２１と電流
差動リレー装置２４との間、及び電流差動リレー装置２２と電流差動リレー装置２３との
間で伝送不良が発生したとする。この状態で、送電線Ｌ１の端子Ａと端子Ｂとの間で短絡
事故が発生したとする。
【００４０】
　電流差動リレーシステム１が運用を開始すると、各電流差動リレー装置２１～２４は自
端子に設置された変流器ＣＴから電流値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌを取得する。ここで取得した電流
値Ｉ１Ｌ、Ｉ２Ｌは、電気量として電気量記憶部５に記憶される（ＳＴＥＰ１０１）。
【００４１】
　次に、各電流差動リレー装置２１～２４間で、電気量の共有を図る（ＳＴＥＰ１０２）
。電気量の共有は、各電流差動リレー装置２１～２４を繋ぐ有線ケーブル３を介して行わ
れる。各電流差動リレー装置２１～２４の伝送手段６は、自電流差動リレー装置２で取得
した電気量を他の電流差動リレー装置２に送信する。一方、他の電流差動リレー装置２か
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ら送信される電気量を受信し、電気量記憶部５に記憶する。
【００４２】
　ＳＴＥＰ１０１、ＳＴＥＰ１０２と並行して、伝送路の異常検出を行う（ＳＴＥＰ１０
３）。伝送路の異常検出には、各電流差動リレー装置２１～２４より、監視フレームを送
信することで行う。
【００４３】
　伝送路異常判定部８は、伝送路の異常検出の結果に基づいて、伝送路の異常を判定する
。伝送路の異常判定は、伝送路に２以上の異常の有無（Ｓ１０４）の判定を行う。
【００４４】
　伝送路に２以上の異常がない場合（ＳＴＥＰ１０４：ＮＯ）には、電気量記憶部５を参
照して、送電線Ｌ１、Ｌ２毎の差動電流のΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌを算出する（ＳＴＥＰ１０
５）。そして、差動電流ΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌより内部事故の検出を行う（ＳＴＥＰ１０６
）。内部事故が検出された場合には、その遮断装置ＣＢに対して遮断指令を出力する（Ｓ
ＴＥＰ１０７）。遮断装置ＣＢでは、遮断指令の受信に基づいて、電力系統Ｅを他の電力
系統から切り離すように接点を開放する。
【００４５】
　一方、２以上の伝送路に異常がある場合（ＳＴＥＰ１０４：ＹＥＳ）には、電気量記憶
部５を参照して、自端子と伝送可能な他端子における交差電流を算出する（ＳＴＥＰ１０
８）。そして、算出した交差電流より短絡の検出を行う（Ｓ１０９）。短絡が検出され場
合には、遮断装置ＣＢに対して遮断指令を出力する（ＳＴＥＰ１０７）。遮断装置ＣＢで
は、遮断指令の受信に基づいて、電力系統Ｅを他の電力系統から切り離すように接点を開
放する。
【００４６】
［１－３．効果］
　以上のような構成及び作用を有する本実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
【００４７】
（１）電流差動リレーシステム１内の電流差動リレー装置２１～２４の伝送経路の状態に
応じて、その状態に適した電力系統の保護を実施することができる。すなわち、通常時に
おいては、差動電流のΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌに基づいて、内部事故の検出を行う。一方、伝
送路において、２以上の異常が検出され全端子の電流値が揃わない場合には、交差電流Ｉ

ＡＲ～ＩＤＲに基づいて短絡の有無の検出を行う。
【００４８】
　差動電流のΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌに基づく、内部事故の検出では、全ての端子の電流情報
を検出できないと、電流差が生じる。そのため、系統の保護を正常に行うことができなく
なる。しかしながら、伝送路に異常が発生した場合に演算方法を切替えることで、系統の
保護を継続することが可能となる。これにより、システムロックを防止することが可能と
なる。
【００４９】
（２）また、本実施形態では、４つの電流差動リレー装置２１～２４からなる電流リレー
システムについて説明したが、電流差動リレー装置の数は２つ以上であればこれに限らな
い。例えば、６つの電流差動リレー装置２１～２６から構成することもできる。その場合
には、伝送路において、３つの伝送異常が発生した場合でも、図６に示すように、電流差
動リレー装置２１～２６が、交差電流に基づき短絡の発生を検出することができる。
【００５０】
（３）また、差動電流による内部事故の検出方法、及び交差電流による短絡の検出方法は
、他の方法を利用することもできる。例えば、本実施形態では、電気量記憶部５に記憶さ
れた端子に接続する送電線Ｌ１に流れる電流Ｉ１Ｌと、送電線Ｌ２に流れる電流Ｉ２Ｌの
差より交差電流を算出したが、交差電流を計測する変流器ＣＴを電力系統Ｅに設置しても
良い。
【００５１】
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（４）本実施形態では、伝送路の異常が発生した場合に、電力系統Ｅにおける事故の検出
方法を、差動電流による内部事故の検出から、交差電流の差動による短絡の検出に切り替
えた。しかしながら、事故の検出方法の切替えは、これに限らない。例えば、通常時には
、差動電流による内部事故の検出と、交差電流による短絡の検出と、を併用しておく。そ
して、伝送路の異常が２以上発生した場合には、交差電流による短絡の検出のみに切替て
も良い。
【００５２】
　内部事故検出部１１では、差動電流ΣＩ１Ｌ、または差動電流ΣＩ２Ｌが０であるか否
かで内部事故の検出を行ったが、これに限らない。例えば、所定の値を設定しておき、差
動電流ΣＩ１Ｌ、または差動電流ΣＩ２Ｌが所定の値を超えた場合に、内部事故を検出し
たとしても良い。
【００５３】
［２．第２の実施形態］
　本実施形態の電流差動リレーシステムは、伝送路に２以上の異常か発生していない平常
時には、自端子と他端子の零相電流より算出した第１の零相差動電流と、自端子の零相電
圧とを用いた方向判定により地絡事故の検出を行う。一方、伝送路に２以上の異常が発生
した場合には、零相交差電流から算出した第２の零相差動電流と、自端子の零相電圧とを
用いた方向判定により地絡事故の検出を行う。
【００５４】
［２－１．構成］
　図７は、本実施形態の電流差動リレーシステムの構成を示すブロック図である。すなわ
ち、本実施形態の電流差動リレーシステムは、図７に示すように、各端子Ａ～Ｄにおいて
、送電線Ｌ１と送電線Ｌ２との間にかかる電圧を検出する電圧計ＶＴを備える。なお、第
１実施形態と同一の構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【００５５】
　図８は、本実施形態の電流差動リレー装置の構成を示すブロック図である。本実施形態
の電流差動リレー装置は、前記実施形態の電流差動リレー装置２の差動電流算出部１０に
代えて第１の零相差動電流算出部１５を配置し、交差電流算出部１３に代えて第２の零相
差動電流算出部１６を配置し、内部事故検出部１１と短絡検出部１４に代えて地絡事故検
出部１７を配置した構成とする。
【００５６】
　電気量取得部４は、電気量として、自端子の送電線１Ｌ及び２Ｌにおける電流値Ｉ１Ｌ

、Ｉ２Ｌに加えて、自端子の電圧値Ｖを取得する。自端子の電圧値Ｖは、各端子に配置さ
れた電圧計Ｖより取得する。所得した自端子の電圧値Ｖは、送電線１Ｌ及び２Ｌにおける
電流値と同様に、電気量記憶部５に記憶される。
【００５７】
　第１の零相差動電流算出部１５は、電気量記憶部５に記憶された自電流差動リレー装置
２で取得した自端子の零相電流と、他電流差動リレー装置２で取得した他端子の第１の零
相電流の差動電流を算出する。
【００５８】
　第２の零相差動電流算出部１６は、自端子の零相の交差電流と、他端子の零相の交差電
流より第２の零相差動電流を算出する。
【００５９】
　地絡事故検出部１７は、第１及び第２の零相差動電流算出部で算出した零相差動電流と
、自端の零相電圧より、地絡事故の検出を行う。
【００６０】
［２－２．作用］
　以上の様な構成を有する本実施形態の電流差動リレーシステム１における動作について
説明する。図９は、本実施形態の電流差動リレーシステム１の動作を示すフローチャート
である。図９のフローチャートは、前記実施形態のフローチャートである図５のＳＴＥＰ
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１０５、１０６、１０８、１０９を変更したものである。
【００６１】
　電流差動リレーシステム１が運用を開始され、伝送路に２以上の異常がない場合（ＳＴ
ＥＰ２０４：ＮＯ）には、電気量記憶部５を参照して、送電線Ｌ１、Ｌ２毎の零相の差動
電流のΣＩ１Ｌ、ΣＩ２Ｌを算出する（ＳＴＥＰ２０５）。そして、零相の差動電流ΣＩ

１Ｌ、ΣＩ２Ｌと、自端の零相電圧を用いた方向判定を行い地絡事故の検出を行う（ＳＴ
ＥＰ２０６）。地絡事故が検出された場合には、その遮断装置ＣＢに対して遮断指令を出
力する（ＳＴＥＰ２０７）。遮断装置ＣＢでは、遮断指令の受信に基づいて、電力系統Ｅ
を他の電力系統から切り離すように接点を開放する。
【００６２】
　一方、伝送路に２以上の異常がある場合（ＳＴＥＰ２０４：ＹＥＳ）には、電流差動リ
レー装置２１～２４が、自端子及び伝送可能な他端子における零相の交差電流を算出する
。そして算出した交差電流より零相の差動電流を算出する。この差動電流が、第２の差動
電流となる（ＳＴＥＰ２０８）。そして、第２の差動電流と、自端の零相電圧を用いた方
向判定を行い地絡事故の検出を行う（ＳＴＥＰ２０６）。地絡事故が検出された場合には
、その遮断装置ＣＢに対して遮断指令を出力する（ＳＴＥＰ２０７）。遮断装置ＣＢでは
、遮断指令の受信に基づいて、電力系統Ｅを他の電力系統から切り離すように接点を開放
する。
【００６３】
［２－３．効果］
　以上のような構成及び作用を有する本実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
第１の実施形態と同様に、電流差動リレーシステム１内の電流差動リレー装置２の伝送経
路の状態に応じて、その状態に適した電力系統Ｅの保護を実施することができる。
【００６４】
［３．他の実施形態］
　本明細書においては、本発明に係る複数の実施形態を説明したが、これらの実施形態は
例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。具体的に
は、平行２回線系統を保護する電流差動リレーにおいて、全端子の電流値が揃った場合に
は、各回線単位で電流差動を行い、全端子の電流値が揃わない場合には交差電流の差動を
行うことにあり、発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うこ
とができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特
許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００６５】
１　…電流差動リレーシステム
２　…電流差動リレー装置
３　…有線ケーブル
４　…電気量取得部
５　…電気量記憶部
６　…伝送手段
７　…伝送路異常検出部
８　…伝送路異常判定部
９　…検出方法切替部
１０…差動電流算出部
１１…内部事故検出部
１２…保護指令出力部
１３…交差電流算出部
１４…短絡検出部
１５…第１の零相差動電流算出部
１６…第２の零相差動電流算出部
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１７…地絡事故検出部
ＣＴ…変流器
ＣＶ…電圧計
ＣＢ…遮断装置
Ａ～Ｄ…端子
ａ、ｂ…節

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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